
法第１５条第１項に基づく県内の指定猟法禁止区域 

○ 区  域： 犬山市、小牧市、春日井市 

○ 指定猟法： 銃器又はわなを使用する猟法 

○ 期  間： 平成 30 年 11 月 15 日（木）～平成 31 年 3 月 15 日（金） 

※背景地図は国土地理院の地理院地図を使用 
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【11月 1日】１例目 

感染イノシシ確認 

地点（可児市内） 

【12 月 5日】２例目 

感染イノシシ確認 

地点（可児市内） 
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